
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に刃先を有する中空針と、該中空針の後端に設けられたハブと、側外壁に１対の翼
が設けられ該中空針及び該ハブを長手方向に摺動自在に収容する樋状部材と、該中空針が
該樋状部材の先端から所定長突出する状態を解除自在に維持する突出維持手段と、前記中
空針が該樋状部材に収容された状態を維持する収容維持手段とを備える翼付留置針におい
て、
　前記ハブの後方に設けられたラックと、該ラックの上方に延在する前記樋状部材の側内
壁に軸支され該ラックと噛合して回動することにより前記中空針を該樋状部材に収容する
歯車と

特徴とする翼付留置針。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一時的な静脈路の確保等に用いられる翼付留置針に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一時的な静脈路の確保等の医療行為に用いられる針として、中空針を備えると共に、該中
空針の後端を保持するハブと一体に形成された１対の翼を備える翼付留置針が知られてい
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、該歯車に一体的に取着され歯車とともに回動するＬ字型取手部とを備え、
　該Ｌ字型取手部は、前記収容維持手段により前記中空針が前記樋状部材に収容された状
態を維持するとき、該樋状部材の先端開口部を閉塞することを



る。前記翼付留置針を用いる場合、医師、看護婦等の医療行為者は、まず前記中空針に嵌
着されているプロテクターを外して、前記１対の翼を重ね合わせて把持し、次いで前記中
空針を患者の頭皮、手背、足背等の静脈に穿刺する。そして、前記１対の翼を開いて粘着
テープで患者の頭皮、手背、足背等に止めることにより前記中空針を固定する。
【０００３】
前記翼付留置針は、使用後には患者の体内から抜去されて廃棄されるが、このとき前記中
空針が露出していると、前記医療関係者や廃棄に従事する者が誤って該中空針を自己の手
指等に穿刺する（以下、誤穿刺と略記する）ことがある。ここで、前記患者がＨＩＶ、急
性肝炎等の感染症に罹患していると、前記感染症が前記中空針を介して前記医療関係者や
廃棄に従事する者に感染する虞がある。
【０００４】
よって、従来、前記誤穿刺を防止するために、使用前に外した前記プロテクターを使用済
の中空針に再び嵌着すること（リキャップ）が行われている。前記従来のプロテクターは
、前記中空針に相当する長さを備える中空の円筒状体であり、前記リキャップは、該プロ
テクターと前記中空針とを該中空針の延長方向に相互に近接させて、該中空針をその先端
から開口端部に挿入することにより行われる。
【０００５】
しかしながら、前記プロテクターでは、該プロテクターを把持している手指が該中空針の
先端部の移動方向に位置するため、前記リキャップの際に該中空針の先端部が該手指に誤
穿刺されることがあるとの不都合がある。
【０００６】
ところで、特許第３１９８４９２号公報には、中空針と、該中空針の後端に設けられたハ
ブと、該ハブを摺動自在に内包するプロテクターと、プロテクターの側外壁に水平に設け
られた１対の翼とからなる翼付留置針が記載されている。特許第３１９８４９２号公報に
かかる発明によれば、翼付留置針を患者に張付けたままの状態で該ハブを把持して後方に
引くことにより、該中空針を後退させて患者の体内から該中空針を抜去すると共に該ハブ
を内包する該プロテクターに該中空針を収容することができる。
【０００７】
しかしながら、患者の患者の頭皮、手背、足背等から該翼付留置針がはずれないように安
定して該中空針を該プロテクターに収容するためには、片方の手で該翼を押さえ、もう一
方の手で該ハブを把持しなければならず操作しにくいという不都合がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる不都合を解消して、誤穿刺を確実に防止して、容易に操作することがで
きる翼付留置針を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために、本発明の翼付留置針は、先端に刃先を有する中空針と、
該中空針の後端に設けられたハブと、側外壁に１対の翼が設けられ該中空針及び該ハブを
長手方向に摺動自在に収容する樋状部材と、該中空針が該樋状部材の先端から所定長突出
する状態を解除自在に維持する突出維持手段と、前記中空針が該樋状部材に収容された状
態を維持する収容維持手段とを備える翼付留置針において、前記ハブの後方に設けられた
ラックと、該ラックの上方に延在する前記樋状部材の側内壁に軸支され該ラックと噛合し
て回動することにより前記中空針を該樋状部材に収容する歯車と

特徴とする。
【００１０】
本発明の翼付留置針によれば、医師、看護婦等の医療行為者は、前記樋状部材を把持して
、又は、１対の翼を重ね合わせて把持して、前記中空針を患者に穿刺する。このとき、前
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、該歯車に一体的に取着
され歯車とともに回動するＬ字型取手部とを備え、該Ｌ字型取手部は、前記収容維持手段
により前記中空針が前記樋状部材に収容された状態を維持するとき、該樋状部材の先端開
口部を閉塞することを



記突出維持手段により該中空針は所定長突出された状態を維持する。前記突出維持手段に
よれば、前記中空針が所定長突出した状態とされ、進退することがないので針先が移動す
ることがなく、前記穿刺操作を容易に行うことができる。また、前記突出維持手段によれ
ば、穿刺中および投薬中に該中空針が後退することを防止することができる。
【００１１】
次に、該中空針を患者の体内から抜去する際には、まず、該突出維持手段による規制を解
除する。次に、該樋状部材を把持して、前記歯車を手指で回動させる。このとき、該歯車
は前記ラックを駆動して該中空針を後退させる。そして、該中空針の先端が該樋状部材に
収容される位置で、前記収容維持手段により、再び該中空針が突出することを防止する。
該樋状部材は、プロテクターの役割を果たすものであり、該中空針を該樋状部材に収容し
た状態では手指が該中空針に触れることを防止することができる。
【００１２】
かかる発明によれば、従来のように両手でプロテクターと中空針とを中空針の延長方向に
相互に近接させて、中空針をその先端から開口端部に挿入する必要がなくなり、誤穿刺を
確実に防止することができる。また、片手で前記歯車を回動させるという容易な操作で前
記中空針を前記樋状部材に収容することができる。
【００１３】
　

【００１５】
【発明の実施の形態】
　

【００１６】
　 の翼付留置針１は、図１～２のように、先端に刃先を有する中空針２と、中空針
２の後端に設けられたハブ３と、ハブ３の後方に延在する中空のラック４と、ラック４の
後端に延設されラック４およびハブ３を介して薬液を中空針２に導くチューブ５と、ラッ
ク４を長手方向へ摺動自在に内部に収容する樋状部材６と、樋状部材６の側外壁に水平に
設けられた１対の翼７とを備えている。チューブ５はラック４の中を通過してハブ３に接
続してもよい。樋状部材６と、翼７とは、樹脂により形成されている。
【００１７】
樋状部材６には、収容されたラック４の上方に延在する２つの側壁が設けられている。樋
状部材６の両側内壁の間には、樋状部材６の両側内壁の間に軸支された歯車８が設けられ
ており、歯車８はラック４と噛合するようにされている。樋状部材６の両側壁の上端は、
歯車８を回動操作自在にするため図１に隠れ線で示すように歯車８の上端よりも下方に位
置されている。樋状部材６はラック４の上方が開口しているが、歯車８と接触しない樋状
部材６の先端部分には筒状部１３が設けられている。
【００１８】
　ラック４の後端には上方に延在するフランジ９ａが設けられている。樋状部材６の一方
の側壁の後端にはラック４の上方であってフランジ９ａに接触する位置にＬ字型係止部材
１０が屈曲自在に連設されている。係止部材１０には先端部に係合部１１ａが凹設されて
いて、樋状部材６の他方の側外壁の後端部に突出して設けられている、後方がテーパー状
であって、先端が側壁に垂直な面である突出部１２ａと係合自在とされている。Ｌ字型係
止部材１０は、係合部１１ａが突出部１２ａと係合することにより、フランジ９ａの後退
を妨げるように作用する。また、ラック４の基端には、中空針２が樋状部材６の先端から
所定長以上突出することのないように側面方向に延在するフランジ９ｂが設けられている
。即ち ではフランジ９ａと、係合部１１ａを有する係止部材１０と、突出部１２ａ
とにより、また、フランジ９ｂと、樋状部材６の側壁基端面とにより突出維持手段が構成
される。
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また、前記Ｌ字型取手部は、中空針を樋状部材に収容したとき、中空針の先端方向に位
置する樋状部材の先端開口部を閉塞するため、血液等で汚染された中空針に手指が触れる
ことを確実に防止することができ、有利である。

以下、本発明の実施の形態を説明するが、その前に図１～４を参照して比較例を説明す
る。

比較例

比較例



【００１９】
　ラック４の先端部側外壁には、後方がテーパー状であって、先端が側壁に垂直な面であ
る突出部１２ｂが設けられている。一方、樋状部材６の後端部の側内壁にはラック４の側
面に相対する位置に、先端部がテーパー状で、テーパー部分の後方に、側内壁に垂直な面
を有する凹部を有する係合部１１ｂが設けられている。そこで、ラック４は、樋状部材６
内に収容されたときに、突出部１２ｂの前記垂直面が係合部１１ｂの前記垂直面に係合し
、中空針２の突出および後退を妨げる。即ち では、突出部１２ｂと、係合部１１ｂ
とにより収容維持手段が構成される。
【００２０】
　 の翼付留置針によれば、医師、看護婦等の医療行為者は、樋状部材６を把持して
、又は、１対の翼７を重ね合わせて把持して、中空針２を患者に穿刺する。このとき、中
空針２が後退しようとすると、中空針２にハブ３およびラック４を介して連なるフランジ
９ａも中空針２とともに後退し、係止部材１０に接触する。このとき、係止部材１０の後
端縁は、連設されている樋状部材６の一方の側壁によって保持されている。また、係止部
材１０の先端縁部は、突出部１２ａに設けられた樋状部材６の側面に垂直な面で、係止部
材１０に凹設された係合部１１ａを係止される。このため、係止部材１０は、後方には移
動せず、フランジ９ａを係止し、中空針２は突出状態を維持する。これによって、穿刺中
および投薬中に中空針２が後退することはない。
【００２１】
また、ラック４の基端に側面方向に延設されたフランジ９ｂは、樋状部材６の側壁基端面
に係止される。このため、中空針２が、樋状部材６の先端から所定長以上突出することは
ない。これにより穿刺時、留置時および抜去時に安定した操作を行うことができる。
【００２２】
次に図１～４を参照して、中空針２を樋状部材６に収容する操作について説明する。中空
針２を樋状部材６に収容する際には、まず、突出維持手段による規制を解除する。突出維
持手段による規制を解除するには、係止部材１０の係合部１１ａを樋状部材６の側壁面の
垂直方向に引張し、突出部１２ａと係合部１１ａとの係合を解除する。これによりフラン
ジ９ａは係止部材１０によって係止されず樋状部材６の後端より後方に後退自在となる。
【００２３】
次に、歯車８の上方を指で中空針２の先端方向に回動させる。歯車８は、ラック４と噛合
しているため、ラック４を介して中空針２が後退させられる。中空針２の先端が樋状部材
６に収容される位置まで後退すると、突出部１２ｂは後方がテーパー状であるため係合部
１１ｂの先端部のテーパー部分を乗り越え係合部１１ｂの凹部と係合する。これにより、
中空針２を樋状部材６に収容した状態を維持でき、該中空針２を該樋状部材６に収容後、
再び該中空針２が突出することにより誤って手指に該中空針２を刺すことはない。また、
樋状部材６は先端部分に筒状部１３が形成されて中空針２が囲繞されているため、血液等
で汚染された中空針２に手指が触れることを確実に防止することができる。
【００２４】
　本発明の の翼付留置針１は、図５～６のように、突出維持手段と収容維持手段
とを除いて他は と全く同一の構成を備えている。
【００２５】
　 の突出維持手段は、 の突出維持手段に換えて、歯車８に一体的に
取着され歯車８とともに回動するＬ字型取手部１４と、樋状部材６の後端部に突出して設
けられＬ字型取手部１４が樋状部材６の先端方向に回動しないように係止する突出部１２
ｃとにより、また、フランジ９ｂと、樋状部材６の側壁基端面とにより構成されている。
【００２６】
　また、 の収容維持手段は、 の収容維持手段に換えて、前記Ｌ字型
取手部１４と、樋状部材６の先端部に突出して設けられＬ字型取手部１４が樋状部材６の
後端方向に回動しないように係止する突出部１２ｄとにより、また、ラック４の先端部に
中空針２が樋状部材６の後端から抜け出ないように側面方向に突出して設けられた突出部
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比較例

比較例

実施形態
比較例

本実施形態 前記比較例

本実施形態 前記比較例



１２ｅと、樋状部材６の後端側内壁に突出部１２ｅを係止するように突出して設けられた
突出部１２ｆとにより構成される。
【００２７】
　 の翼付留置針１によれば、医師、看護婦等の医療行為者は、樋状部材６を把
持して、又は１対の翼７を重ね合わせて把持して、中空針２を患者に穿刺する。このとき
、中空針２が後退しようとするとハブ３を介して連なるラック４も後退し、ラック４に噛
合する歯車８が、中空針２の先端方向に回動しようとする。しかしながら、歯車８と一体
的に取着され歯車８とともに回動するＬ字型取手部１４の枝部の先端面が、突出部１２ｃ
の底面に係止されるので、歯車８は中空針２の先端方向に回動できず、中空針２も後退す
ることはできない。
【００２８】
また、ラック４の基端に側面方向に延設されたフランジ９ｂは、樋状部材６の側壁基端面
に係止される。このため、中空針２が、樋状部材６の先端から所定長以上突出することは
ない。これにより穿刺時、留置時および抜去時に安定した操作を行うことができる。
【００２９】
次に図７～８を参照して、中空針２を樋状部材６に収容する操作について説明する。中空
針２を樋状部材６に収容する際には、まず、突出維持手段による規制を解除する。突出維
持手段による規制を解除するには、Ｌ字型取手部１４を把持し、所定以上の力で樋状部材
６の先端方向に回動させる。樋状部材６および突出部１２ｃは樹脂で形成されているため
、所定以上の力を加えると突出部１２ｃは樋状部材６の側外方に押し広げられ、Ｌ字型取
手部１４は突出部１２ｃを乗り越えて回動することができる。これにより、Ｌ字型取手部
１４は中空針２の先端方向に回動することができるようになる。
【００３０】
次に、Ｌ字型取手部１４を把持し、中空針２の先端方向に回動させる。このとき、Ｌ字型
取手部１４は歯車８と一体的に取着されているため歯車８も一緒に回動する。歯車８は噛
合するラック４を介して中空針２を後退させる。中空針２の先端が樋状部材６に収容され
る位置まで後退すると、Ｌ字型取手部１４は突出部１２ｄを乗り越え、Ｌ字型取手部１４
の枝部の後端面が突出部１２ｄの底面に係止される状態となる。これにより、Ｌ字型取手
部１４は樋状部材６の先端方向に回動したまま戻ることができず、歯車８およびラック４
を介して中空針２も固定され樋状部材６に収容された状態を維持できる。したがって、再
び該中空針２が突出することにより誤って手指に該中空針２を刺すことはない。
【００３１】
また、ラック４の先端側面部に設けられた突出部１２ｅは、樋状部材６の後端側内壁に設
けられた突出部１２ｆに係止される。このため、収容後に中空針２がさらに後退して樋状
部材６から抜け落ちることを防止することができる。なお、収容時に、ラック４と、歯車
８とが噛合するようにして、中空針２が樋状部材６から抜け落ちることを防止してもよい
。
【００３２】
Ｌ字型取手部１４は、中空針２を樋状部材６に収容したとき、樋状部材６の上方開口部と
、中空針２の先端方向に位置する樋状部材６の先端開口部とを閉塞している。これにより
、血液等で汚染された中空針２に手指が触れることを確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 の翼付留置針の構成を示す説明的断面図。
【図２】　図１に対応して の翼付留置針の構成を一部切り欠いて示す平面図。
【図３】　 の翼付留置針の作動を説明する説明的断面図。
【図４】　図３に対応して の翼付留置針の作動を一部切り欠いて説明する平面図。
【図５】　本発明の の翼付留置針の構成を示す説明的断面図。
【図６】　図５に対応して の翼付留置針の構成を一部切り欠いて示す平面図。
【図７】　本発明の の翼付留置針の作動を説明する説明的断面図。
【図８】　図７に対応して本発明の の翼付留置針の作動を一部切り欠いて説明す
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る平面図。
【符号の説明】
１…翼付留置針、　２…中空針、　３…ハブ、　４…ラック ６…樋状部材、　７…翼
、　８…歯車 １４…取手部。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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